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売 却 区 分 番 号 東京局３４６９‐８ 
 

見 積 価 額 \５６，０００ 公 売 保 証 金 \１０，０００ 

財 産 の 表 示 １ 商標権  

商標登録  第５７５２１４３号 

登録年月日 平成２７年３月２０日 

  区分の数  ５ 

 

商品及び役務の区分  第９類 

指定商品  眼鏡 

  

商品及び役務の区分  第１４類 

  指定商品  銀製の身飾品,宝飾品,身飾品 

  

商品及び役務の区分  第１８類 

  指定商品  旅行かばん、その他のかばん類、袋物 

  

商品及び役務の区分  第２４類 

  指定商品  上掛け、バスタオル、布製身の回り品、敷布、まくらカバー、毛布 

  

商品及び役務の区分  第２５類 

  指定商品  被服、ワイシャツ類及びシャツ、ズボン、ジーンズ地の被服、帽子、

ジャケット、ティーシャツ、スウェットシャツ、水泳着、下着、履物 

 

  一部放棄に係る指定商品並びに商品の区分  第２５類 

  ツーピース又はスリーピースの紳士用スーツ、タキシード、ディナージャケット、

ネクタイ又はボウタイを着用するのに適した、硬性或は硬く補強された衿の折り

返し又はウイングカラーを有するボタンダウンシャツとしてのフォーマルドレス

シャツ、ネクタイ又はボウタイを着用するのに適した、衿芯が織り込まれた又は

脱着可能な衿の折り返し又はウイングカラーを有するボタンダウンシャツとして

のフォーマルドレスシャツ、モーニング又はイブニング用のフォーマルウエアと

共に使用するようにデザインされたフォーマルドレスシャツ、ベスト、ネクタイ、

蝶ネクタイ、首巻、ポケットスクエア 

 

以上商標登録原簿による表示 

特 記 事 項 移転登録料（登録免許税３万円）は、買受人が負担することとなります。 

商標権移転登録申請後でなければ、存続期間の更新登録申請及び登録料の納付はでき

ません。 

存続期間満了日その他の情報は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「特

許情報プラットフォーム」を参照してください。 

 

公売財産については、消費税法施行令第７０条の１２第５項の規定に基づき、買受人

の求めに応じて、東京国税局が適格請求書を交付します。なお、「適格請求書交付対象



 

2/2 

売 却 区 分 番 号 東京局３４６９‐８ 
 

見 積 価 額 \５６，０００ 公 売 保 証 金 \１０，０００ 

買受代金（税込）」は、買受申込価額に「見積価額に占める課税資産の価額の割合（以

下、「課税資産価額割合」といいます。）」及び「事業と家事の用途に共通して使用する

対象物件の事業としての部分の割合（以下「事業専用割合」といいます。）」を乗じて算

出します。   

課税資産価額割合  １００％   

事業専用割合    １００％ 

そ の 他 事 項 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。 

留 意 事 項 この財産は、「インターネット公売による期間競り売りの方法」により公売されます。 

その他の公売条件等は、公売公告別紙を参照してください。 

売却区分番号内に複数の財産（財産が一つで所有者を異にする場合を含む。）があるも

のについては、国税徴収法第８９条第３項の規定に基づき、一括換価の方法により公

売を行います。 
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